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西脇南中学校区統合小学校改築工事基本設計・実施設計等業務委託

様式第７号

単体企業の場合は様式第7号の提出は不要と考えてよろしいでしょうか。

・お尋ねのとおり、単体企業の場合、提出は不要です。

実施要領⑴　参加資格ウ

「３月以上の雇用関係にある管理技術者」とありますが、証明書等の提出は不
要と考えてよろしいでしょうか。
弊社が管理技術者への配置を予定している者が大学兼務のため雇用関係の
証明書が求められる場合、弊社の健康保険証・雇用保険証などはありませ
ん。建築士法第23条の２第５号により県知事（指定事務所登録機関）へ提出し
ている所属建築士名簿により、一級建築士として所属していることを確認でき
るので、管理技術者として配置させて頂いてよろしいでしょうか。

・第１次評価書類提出時、証明書等の提出は不要です。なお、優先交渉
権者決定後に、実施要領、様式注記等に記載の書類提出のほか、その他
関係書類の提示を求める場合があります。
・管理技術者の雇用関係については、必ずしも専従を求めているもので
はありませんが、３月以上の直接的な雇用関係が必要です。
・なお、お尋ねの所属建築士名簿のみでは、３月以上の直接的な雇用関
係が確認できません。事務所開設者と配置を予定している者の使用従属
関係等や、所属建築士としての業務実績等が確認できる書類などで３月
以上の直接的な雇用関係を証明していただくことが必要です。

様式第５号

実務経験の欄への記入が必要な事項を教えてください（物件名、年、規模、
用途など）

・業務名、建築年、用途、規模(階数、構造、床面積）を記載してくだ
さい。

・お尋ねのとおり、参加者の代表となる者（設計事務所の代表等）を記
載してください。
・単体企業の場合は、代表者欄のみに記載するものとし、構成員欄への
記載は不要です。

様式第６号

総括責任者とは今回の管理技術者ではなく、会社の代表者でしょうか。
また、各分野の代表者欄および構成員の欄は単体企業の場合は代表者欄の
みに記載し、構成員欄は空欄でよいと考えてよろしいでしょうか。また注記に
あります「構成員からも、いずれかの分野に技術者を配置すること」というのは
単体企業の場合は該当しないものと考えてよろしいでしょうか。
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